契　約　書
この契約書は韓国ＳＤＡ三育外国語学院と下記のSDA信者との間の契約書である。

氏名






カレッジ/大学

生年月日





学位

国籍






配属学院

過去における当学院での奉仕期間：　年

１　宣教師日本語教師としての契約
1　敬虔なSDA信者として、配属された学院、教会において牧師また職員と協力し日ごろから積極的に宣教活動を行う。
2　韓国での日常生活全てをSDAマニュアルまた教務課の支持に従い、宣教師日本語教師としての本文を行う。

3　　　年　月　日～　　　　年　月　日まで、SDA三育外国語学院において、契約にのっとって働く。
4　週に25時間の日本語クラス、また5時間の宗教(バイブル)クラスを受け持つ。

5　4の働きの他に学院の必要に応じて、個人的な聖書研究や伝道活動、学院の仕事を積極的に行う。

6　伝道活動や教会活動に宣教師として積極的に参加する。

7　教務課が必要とすれば、他のSDA三育外国語学院に喜んで異動する。

8　どのようなケースにおいても、教務課の判断に素直に従う。

2　SDA三育外国語学院は次のことを契約

1　働き始めた最初の月から毎月1,375,000ウォンを定められた給料日に支給する。

2　定められた基準、条件に従って、医療保険、家財保険、また歯の治療の保険を支払う。

3　ハウスヘルパー(必要に応じて) 、また各アパートに生活に必要な備品を備え付ける。

4　光熱費また学院の定めた基準内の電話料金を学院が支給(学院の定めた基準を超える電話料金は各教師が支払う。)
3　旅費
1　一年契約者に対して、韓国までの片道航空チケットを支給。

2　契約終了後、帰りの片道チケット(ダイレクト分)を支給。もしどこか他の国寄って行く場合にはその分は本人負担とする。
(但し現金では支払わない。)

3　一年契約でない場合。学院の基準のよって航空チケットを支給。(但し現金では支払わない。) 

4　契約より短い奉仕期間の場合。

　　1　最後の月の給料から、韓国に来たときの飛行機代を学院の基準に従って差し引く。

　　2　教師本人が帰りの飛行機代を支払う。

4　退職金
　一年以上の奉仕者には退職金が支給される。

　1　契約終了後、一ヶ月分の給料に当たる額が退職金として支給される。

(但し一年以下の奉仕の場合は韓国の法律により退職金は支給されない。)
